
正誤表（2021 年 12 月 6 日現在） 

 

 「赤本 公認心理師国試対策 2021」におきまして以下の誤記載がありました。謹んでお

詫び申し上げます。なお、お手元の書籍の刷数によっては、訂正済みの場合がございます。

ご了承ください。ページ番号の後ろの（2021/○/△）は、正誤表に新しく記載した日付です。 

 

 

p.6（2021/12/6） 右列 8 行目 

 

 （誤）援に関わる主治医の指示があるときは、 

 （正）援に係る主治の医師があるときは、 

 

 

p.11 左列 14 行目 

 

 （誤）④インフォーマル学習  （正）④ノンフォーマル学習 

 

 

p.29 問 30 選択肢⑤ 

 

 （誤）⑤医師や看護士…  （正）⑤医師や看護師… 

 

 

p.34 問 39 選択肢① 

 

 （誤）…政令では児童福祉士 2 名… （正）…政令では児童福祉司 2 名… 

 

 

p.73（2021/12/6） 問 17 解説 1 行目 

 

 （誤）順位尺度   （正）順序尺度 

 

 

 



p.74（2021/12/6） CASE1 の 2 行目 

 

 （誤）10 名の平均値は 15 点  （正）20 名の平均値は 15 点 

 

 

p.75 図中に 2 つある「対照群」のうち、下のもの 

 

 （誤）対照群    （正）実験群 

 

 

p.90（2021/9/17） 左列 7 行目 

 

 （誤）知覚処理は無意識化で生じている （正）知覚処理は無意識下で生じている 

 

 

p.125 右下 

 

 （誤）（Envionment）   （正）（Environment） 

 

 

p.131 問 04 ④の解説 3 行目 

 

 （誤）早期時の気分が…  （正）想起時の気分が… 

 

 

p.138（2021/8/3） 下から 15 行目 

 

（誤）小脳は後頭部に位置し、不随意運動を担っています。不随意運動とは「姿勢を保つ」

「まっすぐ歩く」など、無意識的に行われる本能的な運動のことを指します。 

 

（正）小脳は後頭部に位置し、主に、随意運動に伴う無自覚的な身体運動（「姿勢を保つ」

「まっすぐ歩く」など）を調整する機能を担っています。 

 

 

 

 



p.140（2021/8/3） 右列 上から 3 行目 

 

（誤）小脳：全般的な不随意運動（無意識的に行う運動）、姿勢の制御。運動の調整。 

 

（正）小脳：主に、随意運動に伴う無自覚的な身体運動（「姿勢を保つ」「まっすぐ歩く」な

ど）の調整。 

 

 

p.142 キーワード「失行」への補足説明（以下の下線部分） 

 

□ 失行 

・学習された意図的行為の遂行が障害を受けること。右利きの場合は、通常左半球の損傷に

よって起こる。なお、着衣失行など一部の失行は、右利き右半球の損傷でも生じることがあ

る。 

 

 

p.160（2021/8/24） 右下の表 

 

 （誤）G. Batson （正）G. Bateson 

 

 

p.200（2021/12/6） 問 22 「もう少し詳しく」の 2 行目 

 

 （誤）障害手帳 （正）障害者手帳 

 

 

p.207（2021/6/28） 選択肢②の解説 2 行目 

 

 （誤）情動行動 （正）常同行動 

 

 

p.214 図 2 内 

 

 （誤）心神機能 （正）心身機能 

 

 



p.218 左列 4 行目 

 

 （誤）6 月  （正）6 ヶ月 

 

 

p.218 表１ 就労移行支援・就労継続支援 

 

 表内の「就労移行支援」および「就労継続支援 A 型」の「支援を受ける対象者の条件」の

セルの記載 

（誤）18 歳から 65 歳の障害者  （正）18 歳以上 65 歳未満の障害者 

 

また，平成 30 年４月より「65 歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けて

いた者で，65 歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は，当該サ

ービスについて引き続き利用することが可能」となり，就労移行支援および就労継続支援 A

型については，要件を満たせば 65 歳以上も利用可能となりました。 

詳細については，下記もご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf 

 

 

p.226（2021/12/6） 問 13 選択肢②の最後 

 

 （誤）…リスク要因にはならならない。  （正）リスク要因にはならない。 

 

 

p.238（2021/12/6） 問 02 解説の 4 行目 

 

 （誤）病院に来た時点で…  （正）心理相談室に来た時点で… 

 

 

p.271（2021/12/6） 右列 12 行目 

 

 （誤）小学時代より現在までの 3 年間について，  

 （正）小学時代より現在までを 3 年ごとに， 

 

 

 



p.321 7 行目 

 

 （誤）…や IDC に収録… （正）…や ICD に収録… 

 

 

p.336（2021/8/3） 最下行 

 

 （誤）…若年者（15～39 歳）…  （正）…若年者（15～49 歳）… 

 

 

p.347 8 行目 

 

 （誤）…総称で、以下の 14 種類があります。 

 （正）…総称で、以下の 12 種類があります。 

 

 

p.355（2021/6/28） 問 16 問題文 

 

 （誤）…必要に応じてケアマネジメントを行うこともある。 

 （正）…必要に応じてケアマネジメントが行われることもある。 

 

 

p.370 問 27 問題文 

 

 （誤）③特異な面よりも… （正）③得意な面よりも… 

 

 

p.395 問４ 解説の 1 行目 

 

 （誤）平成 23 年に厚生労働省の発行した… 

 （正）平成 23 年に文部科学省の発行した… 

 

 

 

 

 



p.434（2021/12/6） 医療観察制度 2 行目 

 

 （誤）できない状態を心身喪失という。 （正）できない状態を心神喪失という。 

 

・同じく医療観察制度 ７行目 「ことができる。」を削除 

 

 （誤）…、心神耗弱者の行為は刑を減軽することができる。 

 （正）…、心神耗弱者の行為は刑を減軽する。 

 

 

p.451（2021/6/28） 選択肢② 1 行目 

 

 （誤）継続歩道 （正）継続補導 

 

 

p.465 問 10 の解説・選択肢④を差し替え（問題文の趣旨と異なる解説であるため） 

 

（誤）④ストレスチェックは、質問紙または情報通信機器を用いて調査票を労働者に配

布・記入させることができる。 

 

（正）④原則として面接指導は直接対面で行うことが望ましいが，情報通信機器を用いて

行うことも可能である。詳細は上記マニュアルの p164，165 を参照。 

 

 

p.466 問 12 の解説 1 行目 

 

（誤）ストレスチェックで疲労の蓄積が認められた…  

（正）過重労働で疲労の蓄積が認められた… 

 

 

p.474（2021/6/28） 問 24 2 か所訂正 

 

・訂正１）問題文の先頭の「①」を削除 

 

・訂正２）解説の 4 行目  （誤）事業種  （正）事業主 

 



p.520（2021/12/6） 4 行目 

 

 （誤）正座不能症 （正）静座不能症 

 

 

p.528（2021/6/28） 右列 下から 12 行目 

 

（誤）…血液や汗以外の体液… 

（正）…血液・汗以外の体液… 

 

 

p.530 右列 下から 12 行目 

 

（誤）・障害者虐待防止法の正式な法令名は、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律。 

（正）・障害者虐待防止法の正式な法令名は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律」。 

 

 

p.534（2021/8/24） 左列 上から７行目 

 

（誤）地方更生保健委員会  （正）地方更生保護委員会 

 

 

p.536、568 障害者の法定雇用率の引き上げについて 

令和３年３月より障害者の法定雇用率が引き上げになったため，数値を更新します。 

 

 【p.536】障害者雇用促進法 

変更前）民間企業 2.2％，国・地方公共団体等 2.5％，都道府県等の教育委員会 2.4％ 

変更後）民間企業 2.3％，国・地方公共団体等 2.6％，都道府県等の教育委員会 2.5％ 

 【p.568】問 54 選択肢①解説 

変更前）平成 31 年現在，一般の民間企業は 2.2％，国・地方公共団体等は 2.5％である。 

変更後）令和３年現在，一般の民間企業は 2.3％，国・地方公共団体等は 2.6％である。 

 

 障害者の法定雇用率の引き上げに関する詳細については，下記も参照してください。 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf 



p.544（2021/12/6） 下から 4 行目 

 

 （誤）身体の生起に係る （正）身体の性器に係る 

 

 

p.548（2021/12/6） 問 17 選択肢②の 2 行目 

 

 （誤）擁護者（家族など） （正）養護者（家族など） 

 

 

p.549 法改正に伴い、下部にある「もう少し詳しく」の「特別養子縁組」の説明に以下の

赤字を追加。 

 

…を行うことで成立する。なお，令和２年の法改正に伴い，養子となる子の年齢は 15 歳

未満に引き上げられた。また，15 歳に達する前から養親となる人に監護されていた場合

は，養子となる子が 18 歳に達する前までは，申し立てが可能である。 

 

 

p.552（2021/12/6） 問 25 選択肢②の 1 行目 

 

 （誤）「高齢者を現に擁護する者で… （正）「高齢者を現に養護する者で… 

 

 

p.594（2021/9/17） 索引 

 

（誤）文化的接触理論  （正）分化的接触理論 

 

 


